
事業者名　ソフトバンク株式会社

(単位　百万円)

役　　務　　の　　種　　類 営業収益 （※１） 営業費用 （※２） 摘　　　　　　　要

基 礎 的 電 気 通 信 役 務 24,240 22,944 1,296

基礎的電気通信役務以外の
電 気 通 信 役 務

2,343,416 1,940,129 403,287

計 2,367,656 1,963,073 404,583

注記　基礎的電気通信役務損益明細表の作成の基礎

１. 基礎的電気通信役務損益明細表の作成基準
本基礎的電気通信役務損益明細表は、電気通信事業会計規則(昭和60年郵政省令第26号)第５条に基づいて作成しております。

２. 電気通信役務に関連する収益及び費用の配賦基準及び配賦手順
※１ 営業収益

基礎的電気通信役務および基礎的電気通信役務以外の電気通信役務は、それぞれ個別に集計しております。

※２ 営業費用
(１) 基礎的電気通信役務、基礎的電気通信役務以外の電気通信役務および電気通信事業以外の事業に関連する費用については、
　　その発生が個別に判断できるものはそれぞれに集計しております。
(２) 電気通信事業と電気通信事業以外とに関連する共通の費用は、電気通信事業会計規則第15条に基づく別表第一に掲げる基準および
　　より実態に即した配賦基準等によりそれぞれの事業に配賦しております。
(３) 基礎的電気通信役務、基礎的電気通信役務以外の電気通信役務のうち、共通的に発生する費用については、主に電気通信事業会計規則様式第14に従い、
　　それぞれの種類の役務に配賦し整理しております。

営業費用の役務別配賦基準

窓口
料金
販売
その他

試験研究費

営業費用の役務別配賦手順

（１） 営業費用の役務の種類は、各々の取引が計上される勘定科目、および部署に基づき、または取引内容等に応じて付与しております。
　　　付与された役務の種類に基づき、基礎的電気通信役務および基礎的電気通信役務以外の電気通信役務の共通を区分集計しております。

（２） 営業費用には、各取引が計上された勘定科目、および部署に基づき、役務部門（＊）を付与しております。
　　　＊「電気通信事業会計規則 別表第一」における電気通信事業営業費用の各科目（施設保全費等）をいいます。

（３） （１）にて、役務の種類が複数役務の共通となった営業費用について、（２）にて付与された役務部門毎に集計し、
　　　「営業費用の役務別配賦基準」に従い配賦計算を行っております。

全て
固定資産税等

基礎的電気通信役務損益明細表

平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで

全て
勘定科目

事業所税

役務別配賦基準

直課
営業・保守部門の人件費比

固定資産帳簿価額比
固定資産帳簿価額比
直課

販売件数比
料金請求件数比
販売件数比
回線数比

固定資産帳簿価額比
管理部門の人件費比

全て
全て
全て

通信設備使用料

租税公課

営業費用区分

営業費

施設保全費
管理費

減価償却費
全て 固定資産帳簿価額比

営業利益

基礎的電気通信役務以外の電気通信役務のうち、
電報についての営業収益、営業費用、および営業
利益はありません。

固定資産除却費

全て
全て

全て
全て


